
判定

判定２０１５－６０００１４

福岡県久留米市南二丁目１５番１号
請求人 大電　株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０－１　大博多ビル１０階
代理人弁理士 平井　安雄

東京都港区三田１－４－２８　三田国際ビル１７Ｆ
被請求人 矢崎エナジーシステム　株式会社

東京都港区虎ノ門１丁目２番８号　虎ノ門琴平タワー　三好内外国特許事務所
代理人弁理士 豊岡　静男

　上記当事者間の特許第５０８８９１７号の判定請求事件について、次のと
おり判定する。

結　論
　（イ）号写真に示す「低圧引込用電線」は、特許第５０８８９１７号発明
の技術的範囲に属しない。

理　由
第１　請求の趣旨
　本件判定の請求の趣旨は，イ号写真に示す低圧引込用電線（以下「イ号物
件」という。）は，特許第５０８８９１７号（以下「本件特許」という。）
の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本件特許発明」とい
う。）の技術的範囲に属する，との判定を求めるものである。
　
第２　本件特許発明について
（１）本件特許の特許請求の範囲の記載
　特許請求の範囲の記載によれば，本件特許発明は，以下のとおりである。
（当審注．当審において，構成要件毎に分説し，記号ＡないしＧを付した。
以下「構成要件Ａ」などという。）
「Ａ 　複数の絶縁電線を撚り合わせてなる低圧引込用電線において，
Ｂ　前記絶縁電線の全て，もしくは，導体周囲に黒色又は灰色材質製の絶縁
体のみ備える一本を除く残りの絶縁電線が，導体周囲に各々所定材質からな
る内層と外層との二層の絶縁体を備えてなり，
Ｃ　前記外層の絶縁体が，各絶縁電線ごとに異ならせた色及び／又は配置形
態とされる線心識別用の色帯部を，表面の一部に外層厚さより薄い厚みで一
又は複数本長手方向に連続させて配設される一方，残り部分を耐候性材質部
とされてなり，
Ｄ　前記色帯部及び耐候性材質部は，いずれも耐トラッキング性に優れた材
質製とされ，且つ，耐候性材質部は，前記色帯部と異なる黒色又は灰色とさ
れて耐候性に優れたものとされ，
Ｅ　前記色帯部と重なる状態で色帯部内側に位置する部分における耐候性材
質部の厚さを，色帯部の劣化する屋外使用期間が経過しても屋外使用に必要
な耐候性を確保できる厚さとされ，
Ｆ　前記内層の絶縁体が，前記外層の絶縁体における前記色帯部以外の部分
とは少なくとも異なる色で，且つ他の絶縁電線の内層絶縁体とも互いに異な
る所定色とされてなることを
Ｇ　特徴とする低圧引込用電線。」
　
（２）本件特許の明細書の記載
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件特許発明の課題，その解決
手段，請求項１記載の「耐トラッキング性（に優れた）」及び「耐候性（に
優れた）」の文言の意義に関連して，以下の記載がある。（当審注．下線は
当審において付加した。以下同じ。）
　「【０００２】



　電力供給のために用いられる電線やケーブルのうち，低圧配電線と需要者
の建物間に架設又は布設されて使用される屋外用の低圧引込用電線として
は，二線以上の撚り合わせ型又は各線並行配置の平型のＤＶ電線があり，絶
縁体として塩化ビニル樹脂を使用したものが一般的である。
　【０００３】
　従来，こうした低圧引込用電線の撚り合わせられた各絶縁電線は，それぞ
れを識別できるように導体を被覆する絶縁体がそれぞれ異なった色彩の樹脂
とされていた。これらの絶縁体に黒色以外の樹脂，すなわち，カーボンを含
有していない樹脂を用いていると，こうした絶縁体はカーボンを含有してい
る黒色の絶縁体に比べて紫外線の遮断効果が小さく，酸化劣化が起こりやす
く，太陽光の下で劣化による亀裂が生じやすくなっていた。この絶縁体に生
じた亀裂や傷が進行すると，部分的に導体が露出するようになる。
　【０００４】
　一方，こうした絶縁電線では，絶縁体表面が湿潤又は汚損すると，絶縁体
表面に沿って漏れ電流が流れ，発生したジュール熱による水分の蒸発に伴っ
て表面が局部的に乾燥し，電気抵抗の高い部分が生成する結果，電界の不整
が生じ，シンチレーションと呼ばれる微小発光を伴う局部的な微小放電が発
生し，この放電に伴う熱により絶縁材料の一部が分解されて炭化物が生成す
るというトラッキング現象が生じることもあった。この現象は，電線表面に
塩分を含んだ塵埃が堆積するとさらに発生しやすくなる。」
・・・
　【０００７】
　このような低圧引込用電線の劣化の問題に対して，導体を被覆する所定色
の絶縁体外側に，カーボンが含まれた黒色樹脂製の絶縁層を配設して絶縁体
の劣化を防ぐと共に，切断面における絶縁層の色によって電線の識別を行う
ことができる低圧引込用電線の例が，特開２００２－３２４４４３号公報に
開示されている。
・・・
　【００１０】
　従来の電線は以上のように構成されており，前記特許文献１に示される従
来前者の低圧引込用電線の場合，紫外線による劣化に対しては強くなるもの
の，紫外線以外の各種要因でも絶縁体に傷や亀裂が生じる場合があり，さら
にこれらの進行により，部分的に導体が露出するようになることがあ
る。・・・
　【００１１】
　前記従来前者の低圧引込用電線に用いられているポリ塩化ビニル製絶縁体
は，口出し等の作業性は優れているものの，傷が入りやすく摩耗しやすい性
質を有しており，また，耐トラッキング性能が著しく劣っているため，撚り
合わされた各電線の互いに近付いている部分に，傷による導体露出部が生じ
た場合，湿潤状態で発生するトラッキング現象で絶縁体の劣化がさらに進行
し，導体露出部分間にアーク放電が生じて断線に至る割合が著しく高くなる
という課題を有していた。
　加えて，従来前者の低圧引込用電線では，撚り合わされた各電線の最外層
がいずれも耐候性を備えた同色の絶縁体となるため，外観での各電線の識別
が難しいという課題も有していた。
・・・
【００１３】
　本発明は前記課題を解消するためになされたもので，耐トラッキング性を
向上させて各絶縁電線間での放電現象による発火や断線事故を防止できると
共に，目視による色等の認識で容易に各絶縁電線を識別できる低圧引込用電
線を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
　【００１４】
　本発明に係る低圧引込用電線は，複数の絶縁電線を撚り合わせてなる低圧
引込用電線において，前記絶縁電線の全て，もしくは，導体周囲に黒色又は
灰色材質製の絶縁体のみ備える一本を除く残りの絶縁電線が，導体周囲に
各々所定材質からなる内層と外層との二層の絶縁体を備えてなり，前記外層
の絶縁体が，耐トラッキング性に優れ，且つ各絶縁電線ごとに異ならせた色
及び／又は配置形態とされる線心識別用の色帯部を，表面の一部に外層厚さ
より薄い厚みで一又は複数本長手方向に連続させて配設される一方，残り部
分を前記色帯部と異なる黒色又は灰色で耐候性及び耐トラッキング性に優れ
た材質製とされてなり，前記内層の絶縁体が，前記外層の絶縁体における前
記色帯部以外の部分とは少なくとも異なる色で，且つ他の絶縁電線の内層絶
縁体とも互いに異なる所定色とされてなるものである。」
　
（３）上記（２）より，以下のとおりと認められる。



ア　本件特許発明が解決しようとする課題について
（ア）絶縁電線では，湿潤又は汚損した絶縁体表面に流れる漏れ電流によっ
て放電現象が発生するトラッキング現象が生じていたところ，低圧引込用電
線として使用されていたポリ塩化ビニル製絶縁体では，耐トラッキング性能
が著しく劣っている。
　
（イ）黒色以外の樹脂，すなわち，カーボンを含有していない樹脂を用いた
絶縁体は，カーボンを含有している黒色の絶縁体に比べて紫外線の遮断効果
が小さく，酸化劣化が起こりやすく，太陽光の下で劣化による亀裂が生じや
すいため，従来の低圧引込用電線では，導体を被覆する所定色の絶縁体外側
に，カーボンが含まれた黒色樹脂製の絶縁層を配設して絶縁体の劣化を防い
でいたところ，同色の絶縁体となるため，外観での各電線の識別が難しい。
　
イ　本件特許発明における課題の解決手段について
（ア）従来技術における上記の課題を解決することを目的とし，複数の絶縁
電線を撚り合わせてなる低圧引込用電線において，導体周囲に各々所定材質
からなる内層と外層との二層の絶縁体を備えてなり，上記外層の絶縁体が，
耐トラッキング性に優れているとの構成とする。
　
（イ）各絶縁電線において線心識別用の色帯部を，表面の一部に外層厚さよ
り薄い厚みで一又は複数本長手方向に連続させて配設される一方，残り部分
を上記色帯部と異なる黒色又は灰色で耐候性及び耐トラッキング性に優れた
材質製とする。
　
ウ　本件特許発明における「耐トラッキング性に優れた」の意義について
　「耐トラッキング性」とは，絶縁電線におけるトラッキング現象，すなわ
ち絶縁電線の湿潤又は汚損した絶縁体表面に流れる漏れ電流より起きる放電
現象の発生し難さであるところ，「耐トラッキング性に優れた」とは，本件
特許発明が解決しようとする課題に照らせば，従来，低圧引込用電線として
使用されていたポリ塩化ビニル製絶縁体における「耐トラッキング性」より
も優れたものと解するのが相当といえる。
　
エ　本件特許発明における「耐候性に優れた」の意義について
　「耐候性」とは，紫外線の遮断効果の大きさ，酸化劣化の起こり難さ，及
び太陽光の下で劣化による亀裂の生じ難さであるところ，「耐候性に優れ
た」とは，該課題に照らせば，従来の低圧引込用電線において導体を被覆す
る絶縁体外側に使用されていた，カーボンが含まれた黒色樹脂における「耐
候性」と同程度のものと解するのが相当といえる。
　
第３　イ号物件について
（１）当審では，イ号物件を，以下のとおりのものであると特定し認定す
る。
（当審注．ａ～ｄ，ｆ，ｇは，イ号物件を本件特許発明に対応するように分
説し，各分説に付した符号であり，以下「構成ａ」などという。）
　
「ａ　３本の絶縁電線（１１，１２，１３）を撚り合わせてなる低圧引込用
電線（１）において，
ｂ　前記絶縁電線（１１）の導体（１４）周囲に黒色材質製の絶縁体
（１５）のみ備える一本（１１）を除く残りの前記絶縁電線（１２，１３）
が，前記導体（１４）周囲に各々所定材質からなる内層の絶縁体
（１８，１９）と外層の絶縁体（１６，１７）との二層の絶縁体を備えてお
り，
ｃ　前記外層の絶縁体（１６，１７）が，各前記絶縁電線（１２，１３）ご
とに異ならせた色とされる線心識別用の色帯部（１６ａ，１７ａ）を，表面
の一部に前記外層の絶縁体（１６，１７）の厚さより薄い厚みで２本長手方
向に連続させて配設されており，
ｄ　前記外層の絶縁体（１６，１７）のうち前記色帯部（１６ａ，１７ａ）
以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）は，前記色帯部（１６ａ，１７ａ）と異なる
黒色とされており，
ｆ　前記内層の絶縁体（１８）が，前記外層の絶縁体（１６）における前記
色帯部（１６ａ）以外の前記部分（１６ｂ）とは少なくとも異なる色で，且
つ他の前記絶縁電線（１３）の前記内層の絶縁体（１９）とも互いに異なる
所定色（緑色）とされている
ｇ　低圧引込用電線（１）。」
　
（２）イ号物件の特定に係る請求人の主張について



ア　請求人は，判定請求書に添付された甲第２号証の１（イ号低圧引込用電
線を撮影した写真），甲第２号証の２（イ号低圧引込用電線の断面を撮影し
た写真），甲第３号証の１（イ号低圧引込用電線の絶縁電線（１１）の断面
を撮影した写真），甲第３号証の２（イ号低圧引込用電線の絶縁電線
（１２）の断面を撮影した写真）及び甲第３号証の３（イ号低圧引込用電線
の絶縁電線（１３）の断面を撮影した写真）（以下，前記甲各号証をまとめ
て「イ号写真」という。）において，符号１６ａ，１７ａを「色帯部」，符
号１６ｂ，１７ｂを「耐候性材質部」とした上で，
（ア）イ号低圧引込用電線は，国内の電力会社の規格に適合して採用され，
当該電力会社管内で敷設されていることにより，色帯部（１６ａ，１７ａ）
及び耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）は，いずれも耐トラッキング性に優れ
ていないとする特段の根拠がない限り，いずれも耐トラッキング性に優れた
材質製とされると解することが社会通念上妥当である，
（イ）耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）は，カーボンを含有している黒色の
絶縁体であることより，カーボンを含有していない黒色以外の絶縁体に比べ
て紫外線の遮断効果が大きく，耐候性に優れていないとする特段の根拠がな
い限り，耐候性に優れたものとされると解することが社会通念上妥当であ
る，
（ウ）イ号低圧引込用電線は，国内の電力会社の規格に適合して採用され，
当該電力会社管内で敷設されていることより，色帯部（１６ａ，１７ａ）と
重なる状態で色帯部内側に位置する部分における耐候性材質部
（１６ｂ，１７ｂ）の厚さを，色帯部（１６ａ，１７ａ）の劣化する屋外使
用期間が経過しても屋外使用に必要な耐候性を確保できる厚さとされると解
することが社会通念上妥当である，
として，イ号物件は以下のとおりであると主張している。
「ａ．　３本の絶縁電線（１１，１２，１３）を撚り合わせてなる低圧引込
用電線（１）において，
ｂ．　絶縁電線（１１）の導体（１４）周囲に黒色材質製の絶縁体（１５）
のみ備える一本（１１）を除く残りの絶縁電線（１２，１３）が，導体
（１４）周囲に各々所定材質からなる内層（１８，１９）と外層
（１６，１７）との二層の絶縁体を備えてなり，
ｃ．　外層の絶縁体（１６，１７）が，各絶縁電線（１２，１３）ごとに異
ならせた色とされる線心識別用の色帯部（１６ａ，１７ａ）を，表面の一部
に外層（１６，１７）厚さより薄い厚みで２本長手方向に連続させて配設さ
れる一方，残り部分を耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）とされてなり，
ｄ．　色帯部（１６ａ，１７ａ）及び耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）は，
いずれも耐トラッキング性に優れた材質製とされ，且つ，
ｅ．　耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）は，色帯部（１６ａ，１７ａ）と異
なる黒色とされて耐候性に優れたものとされ，
ｆ．　色帯部（１６ａ，１７ａ）と重なる状態で色帯部内側に位置する部分
における耐候性材質部（１６ｂ，１７ｂ）の厚さを，色帯部
（１６ａ，１７）の劣化する屋外使用期間が経過しても屋外使用に必要な耐
候性を確保できる厚さとされ，
ｇ．　内層の絶縁体（１８）が，外層の絶縁体（１６）における色帯部
（１６ａ）以外の部分（１６ｂ）とは少なくとも異なる色で，且つ他の絶縁
電線（１３）の内層絶縁体（１９）とも互いに異なる所定色（緑色）とされ
てなる」
　
イ　しかしながら，被請求人もいうように，イ号物件の外層（１６，１７）
の構成部分１６ａ，１６ｂ及び１７ａ，１７ｂについて，前記第２（３）の
とおり，本件特許発明における「耐トラッキング性に優れた」又は「耐候性
に優れたもの」であることを特定するに足りる具体的な主張立証がなされて
いない。また，イ号写真のみからは，「外層の絶縁体」における「色帯部」
以外の部分の厚さが「色帯部の劣化する屋外使用期間が経過しても屋外使用
に必要な耐候性を確保できる厚さ」であることを特定することはできず，他
にこの厚さを特定し認定するために必要な主張立証もなされていない。
　よって，イ号物件は，（１）のとおりであると認定することとし，これと
相容れない範囲で，請求人の主張を採用しない。
　
第４　本件特許発明の各構成要件の充足について　
（１）構成要件Ａ，Ｆ，Ｇについて
　イ号物件の構成ａ，ｆ，ｇは，本件特許発明の構成要件Ａ，Ｆ，Ｇを充足
すると認められる。
　
（２）構成要件Ｂについて
　イ号物件の構成ｂにおける「前記絶縁電線（１１）の導体（１４）周囲に



黒色材質製の絶縁体（１５）のみ備える一本（１１）」は，本件特許発明の
「前記絶縁電線の」「導体周囲に黒色又は灰色材質製の絶縁体のみ備える一
本」に相当するといえる。また，イ号物件の構成ｂにおける「前記導体
（１４）周囲に各々所定材質からなる内層の絶縁体（１８，１９）と外層の
絶縁体（１６，１７）との二層の絶縁体を備えて」なる「残りの前記絶縁電
線（１２，１３）」は，本件特許発明の「導体周囲に各々所定材質からなる
内層と外層との二層の絶縁体を備えてな」る「残りの絶縁電線」に相当する
といえる。
　したがって，イ号物件の構成ｂは，本件特許発明の構成要件Ｂを充足する
と認められる。
　
（３）構成要件Ｃについて
ア　イ号物件の構成ｃにおける「前記外層の絶縁体（１６，１７）が，各前
記絶縁電線（１２，１３）ごとに異ならせた色とされる線心識別用の色帯部
（１６ａ，１７ａ）を，表面の一部に前記外層の絶縁体（１６，１７）の厚
さより薄い厚みで２本長手方向に連続させて配設されており」は，本件特許
発明の構成要件Ｃの「前記外層の絶縁体が，各絶縁電線ごとに異ならせた色
及び／又は配置形態とされる線心識別用の色帯部を，表面の一部に外層厚さ
より薄い厚みで一又は複数本長手方向に連続させて配設される」に相当する
といえる。
　そして，イ号物件において，「前記外層の絶縁体（１６，１７）」のう
ち，「各前記絶縁電線（１２，１３）ごとに異ならせた色とされる線心識別
用の色帯部（１６ａ，１７ａ）を，表面の一部に前記外層の絶縁体
（１６，１７）の厚さより薄い厚みで２本長手方向に連続させて配設され」
た部分の残り部分（１６ｂ，１７ｂ）は，本件特許発明の「前記外層の絶縁
体」のうち，「各絶縁電線ごとに異ならせた色及び／又は配置形態とされる
線心識別用の色帯部を，表面の一部に外層厚さより薄い厚みで一又は複数本
長手方向に連続させて配設され」た部分の「残り部分」に相当するといえ
る。
　
イ　次に，イ号物件における前記残り部分（１６ｂ，１７ｂ）が，本件特許
発明の構成要件Ｃにおける「耐候性材質部」に相当するといえるか否かにつ
いて検討する。
　上記第２（３）のとおり，本件特許発明における「耐候性」との用語は，
紫外線の遮断効果の大きさ，酸化劣化の起こり難さ，及び太陽光の下で劣化
による亀裂の生じ難さを示すものと解される。
　そして，低圧引き込み用電線は，屋外使用を前提とし，その外層部に太陽
光等による劣化の生じ難さ，すなわち本件特許発明における「耐候性」が求
められることは，当該技術分野では技術常識といえるから，当該技術常識に
照らせば，イ号物件において「外層絶縁体（１６，１７）」を構成する前記
残り部分（１６ｂ，１７ｂ）は，屋外使用に必要な程度の耐候性を有する材
質からなると認められる。また，被請求人もイ号物件において，前記残り部
分について，耐候性を有することを前提とした主張をしていることから，こ
の点について積極的に争うものではない。
　そうすると，イ号物件における前記残り部分は，本件特許発明の構成要件
Ｃにおける「耐候性材質部」に相当するといえる。
　
ウ　したがって，イ号物件の構成ｃは，本件特許発明の構成要件Ｃを充足す
ると認められる。
　
（４）構成要件Ｄについて
ア　本件特許発明における「耐候性に優れた」との文言は，上記第２（３）
のとおり，従来の低圧引込用電線において導体を被覆する絶縁体外側に使用
されていた，カーボンが含まれた樹脂における「耐候性」と同程度のものと
解される。
　また，同様に，本件特許発明における「耐トラッキング性」との用語は，
絶縁電線におけるトラッキング現象，すなわち絶縁電線の湿潤又は汚損した
絶縁体表面に流れる漏れ電流より起きる放電現象の発生し難さを示すものと
解され，また，本件特許発明における「耐トラッキング性に優れた」との文
言は，従来，低圧引込用電線として使用されていたポリ塩化ビニル製絶縁体
における「耐トラッキング性」よりも優れたものと解される。
　
イ　他方，上記（３）より，本件特許発明の構成要件Ｃにおける「耐候性材
質部」に相当すると認められる，イ号物件の構成ｄにおける「前記外層の絶
縁体（１６，１７）のうち前記色帯部（１６ａ，１７ａ）以外の部分
（１６ｂ，１７ｂ）」は，「前記色帯部（１６ａ，１７ａ）と異なる黒色と



されて」いることから，当該技術分野において，黒色の絶縁体としてカーボ
ンが含まれた樹脂を用いることは技術常識であって，カーボンが含まれた樹
脂における「耐候性」と同程度の耐候性を備えたものと認められる。
　してみれば，イ号写真より，イ号物件の構成ｄにおける「前記外層の絶縁
体（１６，１７）のうち前記色帯部（１６ａ，１７ａ）以外の部分
（１６ｂ，１７ｂ）」が，本件特許発明の構成要件Ｄにおける「耐候性に優
れたもの」に相当するということはできる。
　しかし，イ号物件の「外層の絶縁体（１６，１７）」における「色帯部
（１６ａ，１７ａ）」，及び「前記外層の絶縁体（１６，１７）のうち前記
色帯部（１６ａ，１７ａ）以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）」が，いずれも，
ポリ塩化ビニル製絶縁体よりも優れた「耐トラッキング性」を備えた材質か
らなるとの構成は，イ号写真に示されているとは認められず，イ号物件が上
記の構成を備えているということはできない。
　そうすると，イ号物件の「外層の絶縁体（１６，１７）」における「色帯
部（１６ａ，１７ａ）」，及び「前記外層の絶縁体（１６，１７）のうち前
記色帯部（１６ａ，１７ａ）以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）」が，いずれ
も，本件特許発明の構成要件Ｄにおける「耐トラッキング性に優れた」もの
であるとは認められない。
　
ウ　したがって，イ号物件は，本件特許発明の構成要件Ｄを充足するとは認
められない。
　
（５）構成要件Ｅについて
ア　イ号写真から認められるイ号物件の構成ｃ及びｄ，すなわち，「前記外
層の絶縁体（１６，１７）が，各前記絶縁電線（１２，１３）ごとに異なら
せた色とされる線心識別用の色帯部（１６ａ，１７ａ）を，表面の一部に前
記外層の絶縁体（１６，１７）の厚さより薄い厚みで２本長手方向に連続さ
せて配設されており」，「前記外層の絶縁体（１６，１７）のうち前記色帯
部（１６ａ，１７ａ）以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）は，前記色帯部
（１６ａ，１７ａ）と異なる黒色とされており」との構成より，イ号物件に
おける「前記外層の絶縁体（１６，１７）のうち前記色帯部
（１６ａ，１７ａ）以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）」の一部が，「外層の絶
縁体（１６，１７）」における「色帯部（１６ａ，１７ａ）」と重なる状態
で，前記「色帯部（１６ａ，１７ａ）」内側に位置し，一定の厚さを有する
ことは認められる。
　しかし，イ号写真からは，イ号物件の「前記外層の絶縁体（１６，１７）
のうち前記色帯部（１６ａ，１７ａ）以外の部分（１６ｂ，１７ｂ）」にお
ける，前記「色帯部（１６ａ，１７ａ）」内側に位置する部分の厚さが，前
記「色帯部（１６ａ，１７ａ）」の劣化する屋外使用期間経過後における屋
外使用に必要な耐候性を確保できる厚さとされていることまでは認められな
い。
　そうすると，イ号物件は，本件特許発明の構成要件Ｅに相当する構成を備
えているとはいえない。
　
イ　したがって，イ号物件は，本件特許発明の構成要件Ｅを充足するとは認
められない。
　
第５　　むすび
　以上のとおり，イ号物件は，本件特許発明の構成要件Ｄ及びＥを充足しな
いから，本件特許発明の技術的範囲に属さない。
　
　よって，結論のとおり判定する。
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